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香芝市体育施設条例をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１１号

香芝市体育施設条例

（目的及び設置）

第１条 市民のスポーツ及びレクリエーションの振興を図り、心身の健全な発

達に寄与するため、香芝市体育施設（以下「体育施設」という。）を設置す

る。

（名称及び位置）

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置

香芝市総合体育館 香芝市本町１４３７番地

香芝市北部地域体育館 香芝市上中２７３番地の１

奈良県香芝健民運動場 香芝市上中２７３番地の２

香芝健民テニスコート 香芝市上中２７３番地の１

香芝市市民いこいの広場 香芝市下田西二丁目３９７番地の２

香芝市高山台グラウンド 香芝市高山台三丁目１４番１６

（管理）

第３条 体育施設は、香芝市教育委員会（以下「教育委員会」という。）がこ

れを管理する。

（指定管理者による管理）

第４条 体育施設の管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定

するもの（以下「指定管理者」という。）にこれを行わせるものとする。

２ 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 体育施設及び附属設備の利用の許可等に関する業務

(3) 体育施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 第１３条に規定する利用料金の収受等に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

（指定管理者の指定の手続）

第５条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情が

あると認める場合を除き、公募するものとする。

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、体育施設の管理に関する事業
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計画書その他規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

３ 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次の各号のい

ずれにも該当するもののうちから、実績等を考慮して、体育施設の設置の目

的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指

定する。

(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保することができるものであ

ること。

(2) 事業計画書の内容が体育施設の効用を最大限に発揮するとともに、その

管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する

ものであること。

（協定の締結）

第６条 教育委員会は、前条第３項の規定により指定管理者を指定したときは、

体育施設の管理に関し、次に掲げる事項について指定管理者と協定を締結す

るものとする。

(1) 施設管理に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

（指定管理者の指定等の公告）

第７条 教育委員会は、第５条第３項の規定により指定管理者の指定をしたと

き、及び次条の規定によりその指定を取り消したときは、速やかにその旨を

公告しなければならない。

（指定の取消し等）

第８条 教育委員会は、指定管理者が指示に従わないときその他指定管理者の

責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができ

ないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の

全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若

しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、

その賠償の責めを負わない。

（指定管理者の不在等の場合における管理）

第９条 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の指定を

取り消したこと若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと

又は第５条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在し

ないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による
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管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管

理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第４条

第１項の規定にかかわらず、教育委員会が体育施設の管理を行うものとする。

この場合において、教育委員会は、別表第１から別表第６までに定める額の

範囲内において使用料を徴収することができる。

（開館時間及び休館日等）

第１０条 体育施設の開館時間及び休館日又は開場時間及び休場日は、体育施

設の利用形態、利用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が

定めるものとする。

（利用の許可）

第１１条 体育施設を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなけ

ればならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、

利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他体育施設の管理上支障があると認められるとき。

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要が

あると認めるときは、条件を付けることができる。

（許可の取消し等）

第１２条 指定管理者は、体育施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」

という。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、

又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそ

れがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 体育施設の運営に支障が生じたとき。

２ 前項の規定により、許可の取消し又は利用の制限若しくは停止をした場合、

利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

（利用料金）

第１３条 利用者は、体育施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。

）を指定管理者に支払わなければならない。

２ 利用料金は、別表第１から別表第６までに定める区分の範囲内において、

指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
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３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

４ 利用料金は前納とし、既納の利用料金は還付しない。ただし、指定管理者

が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

（利用料金の減免）

第１４条 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、原則として

市長と協議のうえ、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

（原状回復の義務）

第１５条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消

されたときは、直ちに体育施設等を原状に回復しなければならない。

２ 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用を中止したときは、直ちに

体育施設を原状に回復しなければならない。

（損害賠償の義務）

第１６条 指定管理者、利用者及び入場者は、建物又は設備、その他器具等を

損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、

市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額又は免除できる。

（秘密保持義務）

第１７条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、又は

不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若し

くは指定を取り消され、又はその職務を退いた後も、また同様とする。

（その他）

第１８条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。

（香芝市総合体育館条例等の廃止）

３ 次に掲げる条例（以下「旧条例」という。）は、廃止する。

(1) 香芝市総合体育館条例（昭和５４年条例第３号）

(2) 香芝市地域体育館条例（昭和５３年条例第２７号）

(3) 奈良県香芝健民運動場の設置及び管理に関する条例（昭和４６年条例第

１９号）

(4) 香芝健民テニスコート条例（昭和６２年条例第２号）

(5) 香芝市市民いこいの広場設置条例（昭和５９年条例第５号）
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(6) 香芝市高山台グラウンド設置条例（平成２１年条例第２号）

（旧条例の廃止に伴う経過措置）

４ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧条例の規定により

された申請、許可その他の行為は、施行日以後は、この条例の相当規定によ

りされた申請、許可その他の行為とみなす。
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別表第１（第９条、第１３条関係）
１ 香芝市総合体育館の使用料

9:00 ～ 11:00 ～ 13:00 ～ 15:00 ～ 17:00 ～ 19:30 ～
区分

11:00 13:00 15:00 17:00 19:30 22:00

本 円 円 円 円 円 円

館 全面使用 2,000 2,000 2,000 2,000 2,800 2,800

２分の１使用（ 1,000 1,000 1,000 1,000 1,400 1,400

床面積の３分の

１以上２分の１

未満の部分）

３分の１使用（ 700 700 700 700 900 900

床面積の６分の

１以上３分の１

未満の部分）

６分の１使用（ 300 300 300 300 500 500

床面積の６分の

１未満の部分）

サ 全面使用 500 500 500 500 600 600

ブ ２分の１使用（ 250 250 250 250 300 300

館 床面積の２分の

１未満の部分）

トレーニング室 １人１回につき100円

第１会議室 200 200 200 200 250 250

第２会議室 300 300 300 300 370 370

第３会議室 100 100 100 100 120 120

備考

１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するもの

とする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時間

未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使用料

の１００分の１３０に相当する額（１０円未満の端数がある場合は、その端

数金額を切り捨てる。）とする。

３ 市内に在住又は在勤する者（以下「在住在勤者」という。）以外の者が使

用する場合の使用料は、上記区分（トレーニング室を除く。）の２倍に相当

する額とする。

２ 附属設備及びその使用料

規則で定める附属設備については当該規則で定める額
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別表第２（第９条、第１３条関係）
１ 香芝市北部地域体育館の使用料

9:00 ～ 11:00 ～ 13:00 ～ 15:00 ～ 17:00 ～ 19:30 ～

11:00 13:00 15:00 17:00 19:30 22:00
区分

800円 800円 800円 800円 1,000円 1,000円

備考

１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも

のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時

間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使

用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当

する額とする。

２ 附属設備及びその使用料

規則で定める附属設備については当該規則で定める額
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別表第３（第９条、第１３条関係）
奈良県香芝健民運動場の使用料

8:00 ～ 10:00 ～ 12:00 ～ 14:00 ～ 16:00 ～

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
区分

600円 600円 600円 600円 600円

備考

１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも

のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時

間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使

用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当

する額とする。
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別表第４（第９条、第１３条関係）
香芝健民テニスコートの使用料

7:00 ～ 9:00 ～ 11:00 ～ 13:00 ～ 15:00 ～ 17:00 ～
区分

9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00

円 円 円 円 円 円

５月１日から 1コート 1コート 1コート 1コート 1コート 1コート

９月３０日ま につき につき につき につき につき につき

での期間 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

１０月１日か 1コート 1コート 1コート 1コート 1コート －

ら翌年の４月 につき につき につき につき につき

３０日までの 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

期間

備考

１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも

のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時

間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使

用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当

する額とする。
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別表第５（第９条、第１３条関係）
香芝市市民いこいの広場の使用料

8:00 ～ 10:00 ～ 12:00 ～ 14:00 ～ 16:00 ～

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
区分

300円 300円 300円 300円 300円

備考

１ 当該広場の２分の１未満の部分を使用する場合の使用料は、上記区分の

１００分の５０に相当する額とする。

２ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも

のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

３ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時

間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使

用料の１００分の１３０に相当する額とする。

４ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当

する額とする。



11

別表第６（第９条、第１３条関係）
香芝市高山台グラウンドの使用料

8:00 ～ 10:00 ～ 12:00 ～ 14:00 ～ 16:00 ～

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00
区分

800円 800円 800円 800円 800円

備考

１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも

のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。

(1) 入場料を徴収する場合

(2) 商品等を展示又は販売する場合

(3) その他これらに準ずる場合

２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時

間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使

用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当

する額とする。
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香芝市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１２号

香芝市税条例の一部を改正する条例

香芝市税条例（昭和３２年条例第２号）の一部を次のように改正する。

第５４条第６項中「同項第２号」を「同項第１号」に改める。

附則第５条の３の見出しを削り、同条の前に見出しとして「（個人の市民税

の住宅借入金等特別税額控除）」を付し、同条第１項中「居住年」の次に「（

次条において「居住年」という。）」を加え、同条第３項中「市民税の納税通

知書が送達された後に市民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出された場

合において、当該納税通知書が送達される時までに市民税住宅借入金等特別税

額控除申告書が提出されなかったことについて、市長においてやむを得ない理

由があると認めるとき又は」を削り、同条の次に次の１条を加える。

第５条の３の２ 平成２２年度から平成３５年度までの各年度分の個人の市民

税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第４

１条又は第４１条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成１１年

から平成１８年まで又は平成２１年から平成２５年までの各年である場合に

限る。）において、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５

条の４の２第５項に規定するところにより控除すべき額を、当該納税義務者

の第３４条の３及び第３４条の６の規定を適用した場合の所得割の額から控

除する。

２ 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。

(1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第３６条の２第１項の規定

による申告書（その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提出された第３６条の３第１項

の確定申告書を含む。）に租税特別措置法第４１条第１項に規定する住宅

借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある場合（これらの

申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認

める場合を含む。）

(2) 前号に掲げる場合のほか、前項の規定の適用を受けようとする年度の初

日の属する年の１月１日現在において法第３１７条の６第１項の規定によ

って給与支払報告書を提出する義務がある者から給与の支払を受けている

者であって、前年中において給与所得以外の所得を有しなかったものが、

前年分の所得税につき租税特別措置法第４１条の２の２の規定の適用を受
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けている場合

３ 第１項の規定の適用がある場合における第３４条の８及び第３４条の９第

１項の規定の適用については、第３４条の８中「前２条」とあるのは「前２

条並びに附則第５条の３の２第１項」と、第３４条の９第１項中「前３条」

とあるのは「前３条並びに附則第５条の３の２第１項」とする。

附則第１４条の３第３項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附

則第５条の３の２第１項」を加え、「第３４条の７第１項前段」を「第３４条

の７第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１４条

の３第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」に、

「及び附則第５条の３第１項」を「、附則第５条の３第１項及び附則第５条の

３の２第１項」に改める。

附則第１４条の４第３項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附

則第５条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３第１項」を「、附則

第５条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改める。

附則第１５条第１項中「第３５条第１項」の次に「、第３５条の２第１項」

を加え、同条第３項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附則第５

条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３第１項」を「、附則第５条

の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改める。

附則第１５条の２第３項中「第３５条」を「第３５条の２」に、「第３７条

の９の４」を「第３７条の９の５」に改める。

附則第１６条第５項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附則第

５条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３第１項」を「、附則第５

条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改める。

附則第１７条第２項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附則第

５条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３第１項」を「、附則第５

条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改める。

附則第１７条の２の見出し中「特定管理株式」を「特定管理株式等」に改め、

同条第１項中「という。）」の次に「又は同条第１項に規定する特定保有株式

（以下この条において「特定保有株式」という。）」を、「当該特定管理株式

」の次に「又は特定保有株式」を加える。

附則第１８条第２項及び第６項中「第３７条の１２の２第５項」を「第３７

条の１２の２第１１項」に改める。

附則第１８条の２第１項中「事業所得又は」を「事業所得、譲渡所得又は」

に、「事業所得及び」を「事業所得、譲渡所得及び」に、「金額及び」を「金

額、譲渡所得の金額及び」に改め、同条第２項第２号中「、附則第５条の３第
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１項」の次に「、附則第５条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３

第１項」を「、附則第５条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改め

る。

附則第１８条の４第２項第２号中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附

則第５条の３の２第１項」を加え、「及び附則第５条の３第１項」を「、附則

第５条の３第１項及び附則第５条の３の２第１項」に改め、同条第５項第２号

中「、附則第５条の３第１項」の次に「、附則第５条の３の２第１項」を加え、

「及び附則第５条の３第１項」を「、附則第５条の３第１項及び附則第５条の

３の２第１項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２２年１月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第５条の３第３項、第１５条第１項及び第１５条の２第３項の改正

規定並びに次条の規定 平成２２年４月１日

(2) 附則第１８条の２第１項の改正規定 平成２３年１月１日

(3) 第５４条第６項の改正規定 農地法等の一部を改正する法律（平成２１

年法律第５７号）の施行の日

（市民税に関する経過措置）

第２条 改正後の香芝市税条例附則第５条の３第３項の規定は、平成２２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２１年度分までの個人の

市民税に係る同項に規定する市民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出

については、なお従前の例による。



15

香芝市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１３号

香芝市国民健康保険条例の一部を改正する条例

香芝市国民健康保険条例（昭和３４年条例第２号）の一部を次のように改正

する。

附則に次の１項を加える。

（平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時

金に関する特例措置）

１９ 被保険者が平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に

出産したときに支給する出産育児一時金についての第６条の規定の適用につ

いては、同条第１項中「３５万円」とあるのは、「３９万円」とする。

附 則

この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。
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香芝市都市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市長 梅 田 善 久

香芝市条例第１４号

香芝市都市公園条例の一部を改正する条例

香芝市都市公園条例（昭和５２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。

第７条第２項を次のように改める。

２ 有料公園施設の管理に属する事務は、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第１８０条の２の規定に基づき、香芝市教育委員会（以下「教育委員会

」という。）に委任する。

第７条の次に次の４条を加える。

（指定管理者による管理）

第７条の２ 有料公園施設の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定

により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に、これを行わせるものとする。

２ 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 設置の目的を達成するための事業に関する業務

(2) 有料公園施設及び附属設備の利用の許可等に関する業務

(3) 有料公園施設及び附属設備の維持管理に関する業務

(4) 第１１条の２に規定する利用料金の収受等に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める業務

（有料公園施設の開場時間及び休場日）

第７条の３ 有料公園施設の開場時間及び休場日は、有料公園施設の利用形態、

利用者の便宜等により教育委員会の承認を得て指定管理者が定めるものとす

る。

（有料公園施設の利用の許可）

第７条の４ 有料公園施設を利用しようとするものは、指定管理者の許可を受

けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は設備を損傷又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他有料公園施設の管理上支障があると認められるとき。

２ 指定管理者は、前項の許可をする場合において、有料公園施設の管理上必

要があると認めるときは、条件を付けることができる。
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（有料公園施設の許可の取消し等）

第７条の５ 指定管理者は、有料公園施設の利用の許可を受けた者（以下「利

用者」という。）が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取

り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 前条第１項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又は違反するおそ

れがあると認められるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 有料公園施設の運営に支障が生じたとき。

２ 前項の規定により、許可の取消し又は利用の制限若しくは停止をした場合、

利用者に損害が生じても、市及び指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

第１１条中「又は有料公園施設を利用しようとする者」を削り、同条の次に

次の１条を加える。

（利用料金）

第１１条の２ 利用者は、有料公園施設の利用に係る料金（以下「利用料金」

という。）を指定管理者に支払わなければならない。

２ 利用料金は、別表第３に定める区分の範囲内において、指定管理者が教育

委員会の承認を得て定めるものとする。

３ 利用料金は、指定管理者の収入とする。

第２０条中「損壊した者」の次に「（指定管理者を含む。）」を加え、同条

に次のただし書を加える。

ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、これを減額又は免除できる。

第２１条中「前条まで」の次に「（第７条の２から第７条の５まで及び第１

１条の２の規定を除く。）」を加え、同条の次に次の９条を加える。

（指定管理者の指定の手続）

第２１条の２ 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の

事情があると認める場合を除き、公募するものとする。

２ 指定管理者の指定を受けようとするものは、有料公園施設の管理に関する

事業計画書その他規則で定める書類を教育委員会に提出しなければならない。

３ 教育委員会は、前項の規定により提出された書類を審査し、次の各号のい

ずれにも該当するもののうちから、実績等を考慮して、有料公園施設の設置

の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者とし

て指定する。

(1) 事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保することができるものであ
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ること。

(2) 事業計画書の内容が有料公園施設の効用を最大限に発揮するとともに、

その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有する

ものであること。

（協定の締結）

第２１条の３ 教育委員会は、前条第３項の規定により指定管理者を指定した

ときは、有料公園施設の管理に関し、次に掲げる事項について指定管理者と

協定を締結するものとする。

(1) 施設管理に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 事業報告に関する事項

（指定管理者の指定等の公告）

第２１条の４ 教育委員会は、第２１条の２第３項の規定により指定管理者の

指定をしたとき、及び次条の規定によりその指定を取り消したときは、速や

かにその旨を公告しなければならない。

（指定の取消し等）

第２１条の５ 教育委員会は、指定管理者が指示に従わないときその他指定管

理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続すること

ができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の

業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若

しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市は、

その賠償の責めを負わない。

（指定管理者の不在等の場合における管理）

第２１条の６ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により指定管理者の

指定を取り消したこと若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じ

たこと又は第２１条の２の規定により指定管理者を指定するに当たりその候

補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定

管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開

始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間におい

ては、第７条の２第１項の規定にかかわらず、教育委員会が有料公園施設の

管理を行うものとする。この場合において、教育委員会は、別表第３に定め

る額の範囲内において使用料を徴収することができる。

（利用料金の還付）
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第２１条の７ 利用料金は前納とし、既納の利用料金は還付しない。ただし、

指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

（利用料金の減免）

第２１条の８ 指定管理者は、市長が特に必要があると認めるときは、原則と

して市長と協議のうえ、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

（有料公園施設の原状回復の義務）

第２１条の９ 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取

り消されたときは、直ちに有料公園施設等を原状に回復しなければならない。

２ 利用者は、その利用が終了したとき、又は利用を中止したときは、直ちに

有料公園施設を原状に回復しなければならない。

（秘密保持義務）

第２１条の１０ 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を漏らし、

又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、

若しくは指定を取り消され、又はその職務を退いた後も、また同様とする。

第２２条ただし書を次のように改める。

ただし、有料公園施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

別表第１を次のように改める。
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別表第１（第７条関係）

有料公園施設

公園の名称 有料公園施設の名称

香芝総合公園 香芝市総合プール

高塚地区公園 香芝市高塚グラウンド

香芝市高塚テニスコート

観正山近隣公園 香芝市観正山グラウンド
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別表第２の第４の項を削り、同表の次に次の１表を加える。



22

別表第３（第１１条の２、第２１条の６関係）

１ 有料公園施設の使用料
(1) 香芝市総合プール

大人 １人１回につき500円
本市住民

小・中人 １人１回につき250円
個人使用

大人 １人１回につき1,000円
本市住民以外の者

小・中人 １人１回につき500円
区分

大人 １人１回につき400円
本市住民

小・中人 １人１回につき200円
団体使用

大人 １人１回につき900円
本市住民以外の者

小・中人 １人１回につき400円

備考
１ 団体とは、３０人以上で責任者に引率されたものをいう。
２ 小・中人とは、小学校の児童及び中学校の生徒をいい、大人とは、小・
中人以外の者をいう。ただし、小学校就学前の乳児及び幼児については、
無料とする。

(2) 香芝市高塚グラウンド及び香芝市観正山グラウンド

8:00～ 10:00～ 12:00～ 14:00～ 16:00～ 18:00～
区分

10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 21:00

円 円 円 円 円 円
香芝市高塚グ 600 600 600 600 600 900
ラウンド

香芝市観正山 500 500 500 500 500 －
グラウンド

備考
１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも
のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
(1) 入場料を徴収する場合
(2) 商品等を展示又は販売する場合
(3) その他これらに準ずる場合
２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時
間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使
用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 市内に在住又は在勤する者（以下「在住在勤者」という。）以外の者が
使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当する額とする。

(3) 香芝市高塚テニスコート

7:00～ 9:00～ 11:00～ 13:00～ 15:00～ 17:00～ 19:00～
区分（１ 9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 21:00
コートに

つき） 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

備考
１ 入場料等を徴収する場合は、上記区分の５倍に相当する額を徴収するも
のとする。なお、入場料等を徴収する場合とは、次の場合をいう。
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(1) 入場料を徴収する場合
(2) 商品等を展示又は販売する場合
(3) その他これらに準ずる場合
２ 使用時間を超過して使用する場合の使用料は、その超過する時間（１時
間未満の場合は、１時間とする。）の属する時間区分の１時間当たりの使
用料の１００分の１３０に相当する額とする。

３ 在住在勤者以外の者が使用する場合の使用料は、上記区分の２倍に相当
する額とする。

２ 附属設備及びその使用料
規則で定める附属設備については当該規則で定める額
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この条例による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この条例の施

行の日前においても行うことができる。

（経過措置）

３ この条例による改正後の香芝市都市公園条例（以下「改正後の条例」とい

う。）第２１条の２第３項の規定による指定の日前に改正前の香芝市都市公

園条例（以下「改正前の条例」という。）の規定により香芝市教育委員会（

以下「教育委員会」という。）がした処分その他の行為は、当該指定の日以

後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者がした処分その他の行為と

みなす。

４ 改正後の条例第２１条の２第３項の規定による指定の日前に改正前の条例

の規定により教育委員会に対してされている申請その他の手続は、当該指定

の日以後は、改正後の条例の相当規定により指定管理者に対してされた申請

その他の手続とみなす。
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香芝市体育施設条例施行規則をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会規則第８号

香芝市体育施設条例施行規則

（目的）

第１条 この規則は、香芝市体育施設条例（平成２１年条例第１１号。以下「

条例」という。）の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

（開館時間等）

第２条 香芝市体育施設（以下「体育施設」という。）の開館時間又は開場時

間（以下「開館時間等」という。）は、別表第１のとおりとする。ただし、

指定管理者は、必要があると認めるときは、香芝市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）の承認を得て、開館時間等を変更することができる。

（休館日等）

第３条 体育施設の休館日又は休場日（以下「休館日等」という。）は、次の

とおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委

員会の承認を得て、休館日等を変更し、又は臨時に休館日等を定めることが

できる。

(1) 毎月第１木曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、そ

の日後において、その日に最も近い休日でない日）

(2) １２月２８日から翌年の１月４日までの日

（指定管理者の公募）

第４条 教育委員会は、条例第５条第１項の規定により公募を行う場合は、あ

らかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしておくもの

とする。

（指定管理者の指定の申請）

第５条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書のほか、次に

掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 香芝市体育施設指定管理者申請書（第１号様式。以下この条において「

指定申請書」という。）

(2) 定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類

(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(4) 法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写し

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
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又はこれらに準ずる書類

(6) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の直近２年間の事業報告書、

収支決算書若しくは損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準

ずる書類

(7) 役員等の名簿（氏名及び生年月日並びに住所又は居所を記載したものを

いう。）及び履歴を記載した書類

(8) その他教育委員会が必要と認める書類

（利用手続）

第６条 条例第１１条の規定により、体育施設の利用許可を受けようとするも

のは、指定管理者に利用許可申請書を提出しなければならない。体育施設の

利用に併せて附属設備を利用するときも、同様とする。ただし、香芝市総合

体育館トレーニング室（以下「トレーニング室」という。）の利用に係る利

用許可を受けようとする場合は、この限りでない。

２ 前項の申請書の受付は、次の各号に掲げる区分に応じて行う。ただし、指

定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 香芝市総合体育館、香芝市北部地域体育館又は香芝健民テニスコートを

利用する場合 利用を開始する日（以下「利用日」という。）の１３日前

（その日が休館日等に当たるときは、その日後において、その日に最も近

い休館日等でない日）から

(2) 奈良県香芝健民運動場、香芝市市民いこいの広場又は香芝市高山台グラ

ウンドを利用する場合 利用日の２箇月前の翌日（その日が休館日等に当

たるときは、その日後において、その日に最も近い休館日等でない日）か

ら

３ 指定管理者は、体育施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

４ 前項の規定により体育施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」とい

う。）が許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申請書

に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

５ 指定管理者は、体育施設の利用許可に係る事項の変更を許可したときは、

変更許可書を交付する。

６ 第３項の規定にかかわらず、トレーニング室を利用しようとする者は、利

用券の交付を受けることにより、利用許可を受けたものとする。

（利用時間の制限）

第７条 体育施設の利用時間は、１回の利用につき条例別表第１から条例別表

第６までに規定する各施設の利用に係る利用区分を超えることはできない。

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
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２ 体育施設の利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状に

復するのに要する時間も含むものとする。

（利用時間の延長）

第８条 利用者は、やむを得ない理由により、当該許可に係る利用時間を超え

て体育施設を利用する場合は、あらかじめ、指定管理者の承諾を受けなけれ

ばならない。

（利用期間の制限）

第９条 体育施設（トレーニング室を除く。）の利用期間は、連続した２日以

上の日又は引き続き３回以上の同じ曜日の利用をすることはできない。ただ

し、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（利用の取消し）

第１０条 利用者は、体育施設の利用を取り消そうとするときは、利用取消届

に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

（附属設備の利用料金）

第１１条 条例別表第１の２及び条例別表第２の２に規定する規則で定める附

属設備の利用料金は、別表第２に定める区分の範囲内において、指定管理者

が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

（利用料金の納付）

第１２条 利用者は、利用許可書（トレーニング室にあっては、利用券）の交

付を受ける際に利用料金を納付しなければならない。追加納付を必要とする

変更許可書の交付を受ける場合も同様とする。

（利用料金の減免）

第１３条 利用料金の減免を受けようとする利用者は、香芝市体育施設利用料

金減免申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の減免申請書の提出があった場合において、利用料金の全部

又は一部を免除することが適当であると認めたときは、香芝市体育施設利用

料金減免決定通知書（第３号様式）を交付する。

（利用料金の還付）

第１４条 条例第１３条第４項ただし書の規定により利用料金を還付する場合

及びその額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 条例別表第１から条例別表第６までに規定する各施設の利用に係る利用

料金（以下「各施設利用料金」という。）について、利用日の３日以前に

利用取消届が提出された場合 各施設利用料金の２分の１に相当する額

(2) 別表第２に規定する附属設備の利用に係る利用料金（以下「設備利用料

金」という。）が前納されている場合において、当該利用が取り消された
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場合 納入済の設備利用料金の全額

(3) 利用者の責によらない事由により利用することができなくなった場合

各施設利用料金及び納入済の設備利用料金の全額

２ 利用料金の還付を受けようとする利用者は、利用料金還付申請書を指定管

理者に提出しなければならない。

３ 指定管理者は、前項の申請に対する決定をしたときは、利用料金還付決定

通知書を交付するものとする。

（利用者の責務）

第１５条 体育施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を転貸しないこと。

(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用許可以外の施設、設備等を利用しないこと。

(4) 利用後は直ちに指定管理者にその旨を告げ、点検を受けること。

（体育施設での禁止行為）

第１６条 体育施設では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法令で禁止された行為

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる

物を携帯するほか、迷惑となる行為

(4) 建物、設備その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為

(5) 許可を得ないで施設内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物その他の

物品を販売し、及び陳列すること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

（その他）

第１７条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、

教育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（準備行為）

２ この規則による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。

（香芝市総合体育館条例施行規則等の廃止）

３ 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 香芝市総合体育館条例施行規則（昭和５４年教育委員会規則第１号）
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(2) 香芝市地域体育館条例施行規則（昭和５３年教育委員会規則第２号）

(3) 奈良県香芝健民運動場の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和５５

年教育委員会規則第３号）

(4) 香芝健民テニスコート条例施行規則（昭和６２年教育委員会規則第１号

）

(5) 香芝市市民いこいの広場設置条例施行規則（昭和５９年教育委員会規則

第４号）

(6) 香芝市高山台グラウンド設置条例施行規則（平成２１年教育委員会規則

第１号）
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別表第１（第２条関係）

体育施設の名称 開館時間等

香芝市総合体育館 午前９時から午後１０時まで

香芝市北部地域体育館 午前９時から午後１０時まで

奈良県香芝健民運動場 午前８時から午後６時まで

香芝健民テニスコート 午前７時から午後７時まで（５月１日から９

月３０日までの期間）

午前７時から午後５時まで（１０月１日から

翌年の４月３０日までの期間）

香芝市市民いこいの広場 午前８時から午後６時まで

香芝市高山台グラウンド 午前８時から午後６時まで
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別表第２（第１１条、第１４条関係）

区分 附属設備の名称 単位 使用料(１回につき)

香芝市総合体育館 円

バスケットボール用具 １組 ２００

バレーボール用具 １組 １００

ハンドボール用具 １組 １００

テニス用具 １組 １００

バドミントン用具 １組 ５０

卓球用具 １組 ５０

柔道たたみ １畳 １０

鉄棒 １台 １００

吊輪 １台 １００

鞍馬 １台 １００

跳馬 １台 １００

平行棒 １台 １００

平均台 １台 １００

床運動用マット １組 ３００

ソフトマット １枚 ２０

トランポリン １台 １００

電光掲示板 １基 ５００

放送設備 １式 ２，０００

机 １卓 ５０

椅子 １脚 ２０

会議室冷暖房設備 １台 １時間につき１００

香芝市北部地域体 バスケットボール用具 １組 １００

育館 バレーボール用具 １組 １００

テニス用具 １組 １００

バウンドテニス用具 １組 １００

バドミントン用具 １組 ５０

卓球用具 １組 ５０

机 １卓 ５０

椅子 １脚 ２０

備考 会議室冷暖房設備の使用時間が１時間未満の場合は、１時間とす

る。
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第１号様式（第５条関係）

香芝市体育施設指定管理者申請書

年 月 日

香芝市教育委員会 様

所在地

申請者 団体の名称

代表者の氏名 ○印

電話・E-mail

香芝市体育施設の指定管理者の指定を受けたいので、香芝市体育施設条例第

５条第２項の規定により、申請します。
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第２号様式（第１３条関係）

香芝市体育施設利用料金減免申請書

受付第 号

年 月 日

香芝市長 様

住所

利用者 氏名 ○印

電話

（団体にあっては、その所

在地、名称、代表者名）

香芝市体育施設条例施行規則第１３条の規定に基づき、次のとおり利用料金

の減免を申請します。

利用目的

利用内容

午前
年 月 日 時 分から

午後
利用日時

午前
年 月 日 時 分まで

午後

主催者

利用許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

減免理由

※ 利用許可書又は変更許可書を添付してください。
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第３号様式（第１３条関係）

香芝市体育施設利用料金減免決定通知書

住所

氏名 様

利用目的

利用内容

午前
年 月 日 時 分から

午後
利用日時

午前
年 月 日 時 分まで

午後

主催者

利用許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

減免理由

通知番号 号

年 月 日

香芝市体育施設の利用料金の減免については、香芝市体育施設条例第１４条

割減額
の規定に基づき、 することを決定しました。

免 除

香芝市長 □印
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香芝市有料公園施設の管理に関する規則をここに公布する。

平成２１年９月２８日

香芝市教育委員会委員長 船 木 克 容

香芝市教育委員会規則第９号

香芝市有料公園施設の管理に関する規則

香芝市有料公園施設の管理等に関する規則（昭和５９年教育委員会規則第２

号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、香芝市都市公園条例（昭和５２年条例第１４号。以下「

条例」という。）第２２条ただし書の規定により、有料公園施設の管理に関

し必要な事項を定めるものとする。

（開場時間）

第２条 有料公園施設の開場時間は、別表第１のとおりとする。ただし、指定

管理者は、必要があると認めるときは、香芝市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）の承認を得て、開場時間を変更することができる。

（休場日）

第３条 有料公園施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、

必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、休場日を変更し、又

は臨時に休場日を定めることができる。

(1) 毎月第１木曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）に当たるときは、そ

の日後において、その日に最も近い休日でない日）

(2) １２月２８日から翌年の１月４日までの日

(3) 香芝市総合プール（以下「総合プール」という。）については、９月１

日から翌年の７月第３土曜日の前日までの日

（指定管理者の公募）

第４条 教育委員会は、条例第２１条の２第１項の規定により公募を行う場合

は、あらかじめ、指定管理者の指定の基準を定め、かつ、これを公にしてお

くものとする。

（指定管理者の指定の申請）

第５条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書のほか、次に

掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 有料公園施設指定管理者申請書（第１号様式。以下この条において「指

定申請書」という。）

(2) 定款若しくは寄附行為又はこれに準ずる書類
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(3) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本又は登記事項証明書

(4) 法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写し

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書

又はこれらに準ずる書類

(6) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の直近２年間の事業報告書、

収支決算書若しくは損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準

ずる書類

(7) 役員等の名簿（氏名及び生年月日並びに住所又は居所を記載したものを

いう。）及び履歴を記載した書類

(8) その他教育委員会が必要と認める書類

（利用手続）

第６条 条例第７条の４の規定により、有料公園施設の利用許可を受けようと

するものは、指定管理者に利用許可申請書を提出しなければならない。有料

公園施設の利用に併せて附属設備を利用するときも、同様とする。ただし、

総合プールの個人利用に係る利用許可を受けようとする場合は、この限りで

ない。

２ 前項の申請書の受付は、次の各号に掲げる区分に応じて行う。ただし、指

定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 総合プールを団体利用する場合 利用を開始する日（以下「利用日」と

いう。）の５日前（その日が休場日に当たるときは、その日前において、

その日に最も近い休場日でない日）まで

(2) 香芝市高塚テニスコートを利用する場合 利用日の１３日前（その日が

休場日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休場日でな

い日）から

(3) 香芝市高塚グラウンド又は香芝市観正山グラウンドを利用する場合 利

用日の２箇月前の翌日（その日が休場日に当たるときは、その日後におい

て、その日に最も近い休場日でない日）から

３ 指定管理者は、有料公園施設の利用を許可したときは、利用許可書を交付

する。

４ 前項の規定により有料公園施設の利用の許可を受けた者（以下「利用者」

という。）が許可を受けた事項を変更しようとするときは、利用変更許可申

請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

５ 指定管理者は、有料公園施設の利用許可に係る事項の変更を許可したとき

は、変更許可書を交付する。

６ 第３項の規定にかかわらず、総合プールを個人利用により利用しようとす
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る者は、入場券の交付を受けることにより、利用許可を受けたものとする。

（利用時間の制限）

第７条 有料公園施設の利用時間は、１回の利用につき条例別表第３に規定す

る各施設の利用に係る利用区分を超えることはできない。ただし、指定管理

者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

２ 有料公園施設の利用時間は、実際に利用する時間のほか、その準備及び原

状に復するのに要する時間も含むものとする。

（利用時間の延長）

第８条 利用者は、やむを得ない理由により、当該許可に係る利用時間を超え

て有料公園施設を利用する場合は、あらかじめ、指定管理者の承諾を受けな

ければならない。

（利用期間の制限）

第９条 有料公園施設（総合プールを除く。）の利用期間は、連続した２日以

上の日又は引き続き３回以上の同じ曜日の利用をすることはできない。ただ

し、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

（利用の取消し）

第１０条 利用者は、有料公園施設の利用を取り消そうとするときは、利用取

消届に利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

（附属設備の利用料金）

第１１条 条例別表第３の２に規定する規則で定める附属設備の利用料金は、

別表第２に定める区分の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を

得て定めるものとする。

（利用料金の納付）

第１２条 利用者は、利用許可書（総合プールの個人利用にあっては、入場券

）の交付を受ける際に利用料金を納付しなければならない。追加納付を必要

とする変更許可書の交付を受ける場合も同様とする。

（利用料金の減免）

第１３条 利用料金の減免を受けようとする利用者は、有料公園施設利用料金

減免申請書（第２号様式）を市長に提出しなければならない。

２ 市長は、前項の減免申請書の提出があった場合において、利用料金の全部

又は一部を免除することが適当であると認めたときは、有料公園施設利用料

金減免決定通知書（第３号様式）を交付する。

（利用料金の還付）

第１４条 条例第２１条の７ただし書の規定により利用料金を還付する場合及

びその額は、次の各号に定めるとおりとする。
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(1) 条例別表第３に規定する各施設の利用に係る利用料金（以下「各施設利

用料金」という。）について、利用日の３日以前に利用取消届が提出され

た場合 各施設利用料金の２分の１に相当する額

(2) 別表第２に規定する附属設備の利用に係る利用料金（以下「設備利用料

金」という。）が前納されている場合において、当該利用が取り消された

場合 納入済の設備利用料金の全額

(3) 利用者の責によらない事由により利用することができなくなった場合

各施設利用料金及び納入済の設備利用料金の全額

２ 利用料金の還付を受けようとする利用者は、利用料金還付申請書を指定管

理者に提出しなければならない。

３ 指定管理者は、前項の申請に対する決定をしたときは、利用料金還付決定

通知書を交付するものとする。

（利用者の責務）

第１５条 有料公園施設の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を転貸しないこと。

(2) 施設、設備等を利用目的以外に利用しないこと。

(3) 利用許可以外の施設、設備等を利用しないこと。

(4) 利用後は直ちに指定管理者にその旨を告げ、点検を受けること。

（有料公園施設での禁止行為）

第１６条 有料公園施設では、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法令で禁止された行為

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる

物を携帯するほか、迷惑となる行為

(4) 建物、設備その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為

(5) 許可を得ないで施設内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物その他の

物品を販売し、及び陳列すること。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をすること。

（その他）

第１７条 この規則に定めるもののほか、有料公園施設の管理に関し必要な事

項は、教育委員会が別に定める。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。

（準備行為）
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２ この規則による指定管理者の指定に関し必要な準備行為は、この規則の施

行の日前においても行うことができる。
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別表第１（第２条関係）

有料公園施設の名称 開場時間

総合プール 午前９時３０分から午後５時まで

香芝市高塚グラウンド 午前８時から午後９時まで

香芝市高塚テニスコート 午前７時から午後９時まで

香芝市観正山グラウンド 午前８時から午後６時まで
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別表第２（第１１条、第１４条関係）

区分 附属設備の名称 使用料

総合プール 更衣ロッカー １回につき１００円

香芝市高塚グラウンド 夜間照明設備 １時間につき（１時間未

満の場合は、１時間とす

る。）１，５００円

香芝市高塚テニスコート 夜間照明設備 １コート１時間（１時間

未満の場合は、１時間と

する。）につき５００円
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第１号様式（第５条関係）

有料公園施設指定管理者申請書

年 月 日

香芝市教育委員会 様

所在地

申請者 団体の名称

代表者の氏名 ○印

電話・E-mail

有料公園施設の指定管理者の指定を受けたいので、香芝市都市公園条例第２

１条の２第２項の規定により、申請します。
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第２号様式（第１３条関係）

有料公園施設利用料金減免申請書

受付第 号

年 月 日

香芝市長 様

住所

利用者 氏名 ○印

電話

（団体にあっては、その所

在地、名称、代表者名）

香芝市有料公園施設の管理に関する規則第１３条の規定に基づき、次のとお

り利用料金の減免を申請します。

利用目的

利用内容

午前
年 月 日 時 分から

午後
利用日時

午前
年 月 日 時 分まで

午後

主催者

利用許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

減免理由

※ 利用許可書又は変更許可書を添付してください。
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第３号様式（第１３条関係）

有料公園施設利用料金減免決定通知書

住所

氏名 様

利用目的

利用内容

午前
年 月 日 時 分から

午後
利用日時

午前
年 月 日 時 分まで

午後

主催者

利用許可の年月日及び許可番号 年 月 日 第 号

減免理由

通知番号 号

年 月 日

有料公園施設の利用料金の減免については、香芝市都市公園条例第２１条の

割減額
８の規定に基づき、 することを決定しました。

免 除

香芝市長 □印
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香芝市告示第１０６号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月１日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１０７号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月３日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月３日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 

 



香芝市告示第１０８号

　平成21年度国民健康保険料納付通知書を郵送すべきところ、その送
けるべき者の住所等が不明のため送達することができないので国民健
第７８条及び地方税法第２０条の２の規定により公示送達します。
　なお、この公示送達に係る関係書類は、当市保険医療課で保管し、
けるべき者から交付の申出があればいつでも交付します。

　　平成２１年９月７日

                                          香芝市長　　梅　田　

送達を受けるべき者   　　　　　　　略

（注）地方税法第２０条の２の規定により公示送達をした日から起算
　　　を経過したときに書類の送達があったものとみなす。
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香芝市告示第１０９号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月８日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月８日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１１０号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月１１日 

 

                                         香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月１１日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ五位堂駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１１１号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月１４日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月１４日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１１２号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月１６日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月１６日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１１３号 

 

香芝市内において、広告物を表示し、又は広告物を掲出する物件を設置し

てはならない地域、場所及び物件に掲出されていた広告物は別紙のとおり屋

外広告物法第７条第４項及び同法第８条第１項に基づき、除却し保管してい

ます。所有者等の方は至急引き取りに来て下さい。 

尚、引き取りのない場合は、屋外広告物法第８条第４項の規定に基づき、

当該広告物を廃棄します。 

 

 

平成２１年９月１８日 

 

 

           香芝市長   梅  田  善  久 

 

 

 

 

 

１．引取期間   公示の日から二週間（屋外広告物法第８条第３項第１号

に規定する広告物については二日間） 

 

２．引取方法   引き取り人がその広告物又は掲出物件の返還を受けるべ

き所有者等であることが確認できるものを掲示し、受領

書及び誓約書と引き換えに返還する。 

 

３．引取時間   午前９時から午後５時（土・日・祝日を除く） 

 

４．連 絡 先   香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

TEL０７４５－７６－２００１（内線２０４） 



整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-140 HOTELウォーターゲート はり札 2 今泉、上中 H21.8.31 H21.8.31 下田倉庫

21-141 ファミティホーム はり札 10 関屋、田尻 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-142 近鉄不動産 はり札 1 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-143 不明 はり札 1 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-144 理創住販 はり札 3 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-145 仲辻不動産 はり札 1 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-146 関西ハウジング はり札 10 逢坂、旭ヶ丘 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-147 HOTELウォーターゲート はり札 1 今泉 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-148 賃貸の店 はり札 6 逢坂 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-149 三貴ホーム はり札 2 逢坂 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-150 ＢＡＲ　ＲＩＳＥ はり札 1 瓦口 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-151 丸商ハウジング はり札 3 磯壁 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-152 京王企画標識社 はり札 1 下田 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-153 Ｍ・Ｖ 立看板 1 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-154 ティファニー 立看板 1 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-155 近畿住宅販売 立看板 2 関屋 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-156 豊富住建 立看板 10 旭ヶ丘 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-157 京王企画標識社 立看板 1 下田 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-158 東武建設 広告旗 3 鎌田 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫
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整理番号 名　　　称 種類 数量 設　置　場　所 除却日 保管日 保管場所

21-159 丸商ハウジング 広告旗 2 磯壁 H21.9.11 H21.9.11 下田倉庫

21-160 民主党 はり札 21 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-161 幸福実現党 はり札 13 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-162 日本共産党 はり札 70 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-163 公明党 はり札 2 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-164 自由民主党 はり札 1 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-165 社会民主党 はり札 5 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-166 民商 はり札 3 香芝市内 H21.8.31 H21.9.11 下田倉庫

21-167 HOTELウォーターゲート はり札 4 今泉 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫

21-168 丸商ハウジング はり札 1 旭ヶ丘 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫

21-169 葛城建設 はり札 1 西真美 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫

21-170 関西ハウジング はり札 6 逢坂 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫

21-171 関西ハウジング 立看板 1 旭ヶ丘 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫

21-172 大地不動産 立看板 1 鎌田 H21.9.14 H21.9.14 下田倉庫
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香芝市告示第１１４号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月１８日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久  

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月１８日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄二上駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市告示第１１５号 

 

近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅及びＪＲ香芝駅の各自転車

等放置禁止区域内に放置されていた自転車及び原動機付自転車は、次のとおり香芝市

自転車等の放置防止に関する条例第９条により、撤去し保管しています。所有者の方

は、至急引取りに来て下さい。 

  なお、引取りのない場合は、同条例第１０条第３項の規定に基づき、当該自転車等

を処分します。 

 

   平成２１年９月２４日 

 

                                          香芝市長  梅 田 善 久   

 

 

１ 撤 去 理 由          香芝市自転車等の放置防止に関する条例 

 

２ 撤 去 年 月 日          平成２１年９月２４日 

 

３ 撤去対象区域    近鉄五位堂駅、近鉄下田駅、近鉄関屋駅、ＪＲ志都美駅 

          及びＪＲ香芝駅の各自転車等放置禁止区域内 

 

４ 保 管 場 所          香芝市自転車等保管所 

 

５ 引 取 期 間          撤去日より６０日間 

 

６ 引 取 時 間          午前９時から午後５時 

                    ただし、１２月２９日から１月３日までは除く。 

 

７ 持   参   物    自転車等の鍵、印鑑、移動・保管費及び引取人の住所・氏名 

          が確認できるもの（運転免許証、学生証等） 

 

８ 連   絡   先    香芝市役所総務部地域安全課（ＴＥＬ ７６－２００１） 

                    香芝市自転車等保管所（ＴＥＬ ７９－５５５０） 
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香芝市第告示１１６号 
 
  下記の自動車臨時運行許可番号について、紛失により道路運送車両法 
（昭和２６年法律第１８５号）第３５条第６項の規定による返納がなさ 
  れないため、失効したので告示する。 

 
    
平成２１年９月２９日 

 
香芝市長 梅 田 善 久 

 
 
 
 

記 
 
自動車臨時運行 
許可番号標番号 

失効年月日 許可を受けた者の住所・氏名 
 

許可年月日 
 

 
奈良３６－９９ 

 
平成２１年 
 ９月６日 

 
略 

 
平成２１年 
 9月４日 
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香芝市選挙管理委員会告示第４１号 

 

 

 平成２１年９月２日現在における地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第８条第１項に規定する選挙権を有する者の総数の３分の１の数並びに市町村の

合併の特例に関する法律第４条第１１項及び第５条第１５項に規定する選挙権を有

する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項及び第５条第１項に規定する

選挙権を有する者の総数の５０分の１の数は、次のとおりである。 

 

 

   平成２１年９月２日 

 

 

 

                     香芝市選挙管理委員会 

                       委員長 黒 松  健 

 

 

３分の１の数     １９，０９１人 

６分の１の数      ９，５４６人 

５０分の１の数     １, １４６人 
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香芝市公告  

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の規定に基づいて買取り申出

のあった生産緑地について、同法第１３条の規定に基づき取得を希望される方へ

のあっせんを行っています。  

取得を希望される方は申出して下さい。  
平成２１年９月３日  

香芝市長 梅  田  善  久  

 

１ あっせんする土地  

生産緑地の区域  買取り申出日  

香芝市穴虫５７１番  平成２１年８月１７日  

香芝市逢坂七丁目１６２番・１６３番合併  平成２１年８月１７日  

２ 申出場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  

  TEL ０７４５－７６－２００１（内線２０４）  

３ その他の事項  

・買取り申出の日から３箇月以内に所有権の移転が必要です。  

・農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地を取得できる方に限ります。  
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香芝市公告  

 生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の規定に基づいて買取り申出

のあった生産緑地について、同法第１３条の規定に基づき取得を希望される方へ

のあっせんを行っています。  

取得を希望される方は申出して下さい。  
平成２１年９月３日  

香芝市長 梅  田  善  久  

 

１ あっせんする土地  

生産緑地の区域  買取り申出日  

香芝市穴虫２０７番  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４１番  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４２番１  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４２番２  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４３番１  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４３番２  平成２１年８月１７日  

香芝市穴虫８４３番３  平成２１年８月１７日  

香芝市上中１２１９番１  平成２１年８月１７日  

香芝市上中１２１９番２  平成２１年８月１７日  

香芝市上中１２２２番１  平成２１年８月１７日  

香芝市上中１２２２番２  平成２１年８月１７日  

２ 申出場所  

  香芝市役所 都市整備部 都市計画課  

  TEL ０７４５－７６－２００１（内線２０４）  

３ その他の事項  

・買取り申出の日から３箇月以内に所有権の移転が必要です。  

・農地法（昭和２７年法律第２２９号）による農地を取得できる方に限ります。  
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香 芝 市 公 告 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により、大和都市計画生産緑地地区を変更しようと

するため、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定に

より、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 

平成２１年９月９日 

                       香芝市長 梅 田 善 久 

１ 変更に係る都市計画の種類 

大和都市計画生産緑地地区 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

香芝市平野の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

香芝市役所 都市整備部 都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２１年９月１０日から平成２１年９月２４日 

５ 意見書の提出要領 

この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案につい

ての意見の要旨及びその理由を具体的に記載し、住所、氏名、及び連絡先

を併記した文書１通を香芝市長宛とし、香芝市役所都市整備部都市計画課

に平成２１年９月２４日までに必着するよう提出すること。 
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香芝市公告 
 
 建設工事の請負について、次のとおり総合評価一般競争入札を行いますので、地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）１６７条の５第２項及び１６７条の６第１項の規定により次

のとおり公告します。 
 
 
 平成２１年９月２５日 
                            香芝市長 梅 田 善 久 
 
１．入札に付する事項 
 （１）工 事 名  中和幹線橋梁架設工事 
 （２）工 事 場 所   香芝市北今市５、６丁目地内 
 （３）工 事 概 要   工事延長 L＝１５０ｍ 

７径間連結 PCプレテン T桁橋 L＝１５０ｍ 
 （４）工 事 期 間   平成２１年１２月２５日（予定）から 

平成２３年 ３月２５日まで 
 （５）最 低 制 限 価 格  設定していません 
（６）入 札 保 証 金  免除 
 （７）契 約 保 証 金  要 
 （８）入 札 方 法   郵便入札 
 （９）入 札 回 数   ２回 
 （10）落札者の決定方法  総合評価落札方式により決定 
 （11）議 会 の 議 決  要 
  
２．競争入札に参加するものに必要な資格 
  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第１５条の規定による土木工事業の特定建設業の

許可を受けている者で、香芝市建設工事等競争入札参加資格を有する単体の建設業者であっ

て、次に揚げる条件をすべて満たした者のみが、この入札に参加することができます。 
１ 登録業種 土木一式（プレストレストコンクリート工事） 
２ 経営事項審査等 建設業法第２７条の２３第１項の規定による経営事項審査（有効期限

内にある直近のもの。）の結果における土木一式工事の内訳であるプ

レストレストコンクリート工事についての総合評点値が、１１００点

以上であり、かつ、自社工場（PC 桁を製作可能）を所有する登録業
者であること。 

３ 本店又は営業所の所在地に関する条件 奈良県内 
４ 施工実績等  
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過去１５年以内に対象工事と公共団体又は特殊法人等が発注した同種（連結ＰＣプレテンＴ

桁橋）・同規模以上（請負金額４億円以上）、橋長Ｌ＝１００ｍ以上の工事の元請実績を有す

ること。ただし、特定建設工事共同企業体の構成員としての実績は、代表者として施工したも

のにあっては出資比率が２０％以上、その他の構成員として施工したものにあっては１０％以

上の場合に限ります。 
５ 設計業務の受託者との関連に関する条件  
次に揚げるこの入札に関する設計業務の受託者と資本又は人事面において関連がある者で

ないこと 
 名 称 内外エンジニアリング株式会社 奈良営業所 
 所在地 奈良県奈良市 三条宮前町 4-21 ﾌﾟﾚｽﾃ 11番館 
６ 配置技術者に関する条件  
 次の条件を満たす技術者をこの工事を行う期間中専任で配置できること。 
 ①入札説明書１．（７）の配置予定技術者の資格要件を満たす者 
 ②過去１５年以内に竣工したＰＣ橋（上部工）工事に係る従事経験を有する者 
 ③入札公告日以前に３ヶ月以上の雇用関係にある者 
 ④監理技術者を置くことが必要な工事にあっては、「監理技術者資格者証」及び「監理技術

者講習修了証」の交付を受けている者。 
７ その他 入札説明書に記載されている条件を満たしていること。 
 
３．入札日程 

手続等 期間・期日・期限 場所等 
入札説明書等の交付（香

芝市ホームページからダ

ウンロードしてくださ

い。） 
 

平成２１年 ９月２５日（金）

から 
 

ホームページアドレス 
http://www.city.kashiba.nara.jp/

入札参加申請書の提出 
2部提出（1部返却） 

平成２１年 ９月３０日（水） 香芝市本町１３９７番地 
香芝市総務部管財課 

設計図書等の貸与 
入札参加申請書を持参 

平成２１年１０月 ２日（金） 香芝市本町１３９７番地 
香芝市総務部管財課 

設計図書等に関する質問

の提出 
平成２１年１０月 ６日（火）

午前１０時～午後１２時まで

（持参に限る） 

香芝市本町１３９７番地 
香芝市都市整備部街路整備課 

質問に対する回答 平成２１年１０月 ８日（木）

午後３時（配付） 
香芝市本町１３９７番地 
香芝市都市整備部街路整備課 

技術提案書の提出 平成２１年１０月１４日（水）

午後４時まで（持参に限る） 
香芝市本町１３９７番地 
香芝市総務部管財課 
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技術提案書の採否の通知 平成２１年１０月２８日（木）  
技術提案書の採否に対す

る理由の説明請求 
平成２１年１１月 ４日（水）

まで（任意の書面により持参の

こと） 

香芝市本町１３９７番地 
香芝市総務部管財課 

技術提案書の採否に対す

る理由の回答 
平成２１年１１月 ６日（金）

までに書面により回答 
 

入札書到着期限 平成２１年１１月１６日（月）

 
〒６３９－０２９９ 
郵便事業(株) 香芝支店留 
香芝市役所 管財課 行 

開札 平成２１年１１月１７日（火）

午前 ９時３０分 
香芝市本町１３９７番地 
香芝市役所会議室棟第６会議室 

競争入札参加資格確認申

請書等の提出 
（５．に該当する者のみ） 

平成２１年１１月１８日（水）

午後４時まで 
持参に限る 

香芝市本町１３９７番地 
香芝市総務部管財課 

※上記の期間は、香芝市の休日を定める条例（平成元年香芝市条例２９号）第１条第１項に規

定する市の休日（以下「市の休日」といいます。）を除きます。時間の指定のないものは午前

１０時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）です。 
※設計図書等の貸与を受けない者は応札できません。 
 
４．技術提案書の内容確認 
 入札参加者は、市長が定める様式により、入札説明書３．の「技術提案書の提出」に定める

とおり技術提案書及びその添付書類（以下「技術提案書等」といいます。）を書面により各１

部提出し、内容確認を受けなければなりません。 
 技術提案書等のうち、施工計画に関する具体的な評価内容については次の表のとおりとしま

す。企業の施工能力等に関する詳細については入札説明書によります。 
 なお、期限までに技術提案書等を提出しない者及び技術提案書等が適切でない者（未記載を

含みます。）は、この工事の入札に参加することができません。 
評価項目 評価内容 

安全管理 
【様式８－４】 

工事により交差道路及び周辺道路の交通の影響を軽減し現

道交通及び歩行者等の安全を確保するための具体的な工夫

について、提案・実施すること。 

施工計画に

係る技術的

所見 

施工管理 
【様式８－５】 

工事の施工に関して、周辺の住宅・保育所・幼稚園等の生活

環境への負荷（騒音・振動のうちから必要なものを選択）を

軽減するための具体的な工夫について提案・実施すること。

 
５．競争入札参加資格の確認 
 開札後落札候補者となった者は、入札説明書に定めるところにより競争入札参加資格確認申
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請書及び競争入札参加資格確認資料を提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなけ

れば成りません。 
６．その他 
 （１）落札者の決定方法等 
    本工事の総合評価に関する評価方法、評価項目及び加点基準は次のとおりとします。 
  ①入札参加者の「標準点」を１００点とし、技術提案による「加算点」の最高点を２２点

として評価するものとします。 
  ②「加算点」は次の表のとおり、評価項目ごとの評価及び配点に応じて与えます。 
 簡易型③ 
評価項目 加算基準 

安全管理① 施工計画 
（１２点） 施工管理② 

施工上留意すべき事項の適切性 

企業の施工能力 表彰実績並びにＩＳＯ９０００シリーズ及びＩＳＯ

１４０００シリーズ認証取得 
配置予定技術者

の能力 
同種工事（連結ＰＣプレテン T桁橋 橋長 L＝１００
ｍ以上）の施工経験 

地域精通度 本店の所在地及び地域内工事の実績 

企業の施工能力等 
（１０点） 

社会・地域貢献 災害協定締結の有無 
小計２２点  
  ③価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記によって

得られる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」

という。）をもって行います。 
  ④評価内容の担保 
受注者の責により入札時の技術提案の内容が履行されない場合は、竣工時の工事成績評定

における評価点計を１０点減点します。 
  ⑤詳細は、入札説明書によります。 
 
（２）問い合わせ先等 
  〒６３９－０２９２ 香芝市本町１３９７番地 
  香芝市総務部管財課監理係 
  電話 ０７４５－７６－２００１（内線４８１・４８２） 
  その他 
   詳細は、入札説明書によります。 
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香芝市公告 

 

 介護保険法第 42 条の２第 1項及び法第 54 条の２第 1項の規定により香芝市指定地

域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に指定する。 

 

   

平成２１年 ９ 月２８日 

 

香芝市長 梅 田 善 久 

 

 

（１）介護保険事業所番号  ２９９０１０００６３ 

 

（２）名 称 及 び 所 在 地  ニチイのほほえみ奈良西大寺 

                奈良県奈良市菅原町８９ 

 

（３）申 請 者  株式会社 ニチイ学館 

 

（４）代表者の氏名及び住所  代表取締役 寺田大輔 

千葉県柏市豊四季７０９番地２３３ 

 

（５）指 定 年 月 日  平成２１年１０月１日（有効期間 6年） 

 

（６）サ ー ビ ス の 種 類  認知症対応型共同生活介護 

介護予防認知症対応型共同生活介護 
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平成２１年 ９月１８日 

香芝市教育委員会公告９号 

 

                                                               香芝市教育委員会 

                   委員長 船木 克容   

 

平成２１年第９回香芝市教育委員会を下記のとおり招集する。 

 

記 

１．日   時   平成２１年 ９月２９日（火） 

          午後２時００分より 

２．場   所   香芝市役所 会議室棟第１会議室 

３．案   件    （１）香芝市教育委員会委員長の選挙について 

          （２）香芝市教育委員会委員長の職務代理者の指定について 

          （３）香芝市教育委員会事務局の管理職及び教育機関の長の任命につい

て 

          （４）香芝市教育委員会が管理する行政文書の開示に関する専決処分 

の報告及び承認について 

          （５）その他 
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